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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、法律家の技能の獲得過程と法律家の熟達過程およびその内容につ
いて、「メタ認知」の概念を手掛かりに、心理学の観点から明らかにすることである。本研究では、法的思考に
ついて法律専門家への聴き取り調査、司法試験合格者らへのインタビュー調査、一般人を対象とした法的思考に
関する質問紙調査および実験計画法に基づくシナリオ実験、さらに法律学学習法に関する実験計画法に基づくシ
ナリオ実験を行い、法的概念の獲得過程について明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of our research is to clarify the cognitive process of acquiring
 skill or knowledge on laws and the process of expertise in legal reasoning. We focus on the 
psychological concept of “metacognition” to analyze the skill or knowledge on laws.  We conducted 
interviews with some legal professions and the students who passed the bar exam on the legal 
reasoning and legal mind.  Further, The residents in Osaka city was surveyed about legal reasoning 
in 2016.  Also the experiment using scenarios on legal thinking was carried out in 2017.  Finally we
 developed the studying methods of laws and conducted experiments on the studying methods and showed
 the process of acquiring skill and knowledge.

研究分野： 法社会学、法心理学

キーワード： 法的思考　法心理学　法の学習　法的熟達　メタ認知
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１．研究開始当初の背景 
本研究は、法律家の技能の獲得過程と法律

家の熟達過程およびその内容について、「メ
タ認知」の概念を手掛かりに、心理学の見地
から明らかにするものである。 
歴史的にみて、法律家は制度化された高い

技能を持つことが要求されてきた職業であ
る。しかし、その技能養成方法や教育手法に
ついて、科学的な見地から研究されたことは
ほとんどない。 
法学では、1920 年代以降のアメリカのリ

アリズム法学の影響を受け、裁判官の判断過
程について焦点を当てた研究が若干ある。し
かし残念ながら、その方法論は、裁判官自身
の内省に基づく記述や、行動主義的アプロー
チに基づくものであり、法律家の判断過程や
技能獲得過程の全貌を解明するには不十分
なものであった。 
 心理学では、人間の知的情報処理に係る認
知機能への関心が高まり、その一環として熟
達にいたるプロセスが重要な研究課題とな
った。ところが、それらの主な研究対象は、
主に芸術分野、運動、チェス・将棋、職人的
技術などであり、法律を対象とするものは波
多野誼余夫らの研究など数えるほどしかな
い。なお認知心理学の知見によると、熟達の
プロセスでは「メタ認知」、すなわち「認知
についての認知、あるいは認知の自己モニタ
リング」の重要性が指摘されている。 
 心理学、とくに認知心理学におけるメタ認
知に関する知見を法的思考に当てはめると、
「自らの法的思考を自己モニタリングする」
ことが、その技能習得、熟達過程に重要とな
ることが予測される。つまり、法学教育で伝
統的に用いられてきたソクラテスメソッド
は、認知心理学でいう「メタ認知を意識的に
喚起し、法の理解を深める」学習法の原始的
な形態だといえる。 
以上のように、従来の法律家の技能の獲得

過程は、ソクラテスメソッドに代表されるよ
うに、教育経験の深い少数の教員が職人技で
実施されてきた。したがって、法律家の熟達
過程やその内容について、科学的な方法論に
基づく客観的な研究はほとんどないといっ
ても過言ではない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、「法的思考」、「法の学習」、「法

的熟達」の概念内容と社会的機能について、
「メタ認知」をキーコンセプトとして、法心
理学・認知心理学・発達心理学の方法論を用
いて研究する。それによって、従来、抽象的
かつ観念的にしか議論されてこなかった法
的思考、あるいはリーガルマインドと呼ばれ
ている法律学独自の推論方法の構造を実証
的に明らかにする。 
 さらに、本研究は上記を踏まえて、法律学
の教授法としてロースクール等で用いられ
ているソクラテスメソッドを精査し、認知心
理学の観点から再評価、再構成する。 

 
３．研究の方法 
 本課題では大きく分けて5つの方法を用い
て研究を遂行した。以下に、それぞれについ
て説明する。 
(1) 法律専門家らへの聴き取り調査 
 2014 年 7 月と 11 月に裁判官経験者に聴き
取り調査を行った。さらに 2014 年 10 月に、
法学教育の導入科目を担当している司法試
験予備校の教師に、その教育メソッドについ
て聴き取り調査を行った。  
 
(2) 司法試験合格者・法科大学院生らへのイ
ンタビュー調査と質問票調査 
 2015 年度から 2016 年度にかけて、法科大
学院生ら合計18名にインタビューを行った。 
また、2015 年度に 11 の法科大学院の許可を
得て、司法試験合格者（回収数 186）に対し
て質問票調査を行った。この調査結果を一般
人の思考方法と比較するために、法学部以外
の学部生に同じ質問票を用いて調査を行っ
た。 
 
(3) 一般人への法的知識についての質問紙
調査 
 2015 年度に、法学の初学者である法学部の
１年生にプリテストの調査を行った。そのう
えで、2016 年度に、大阪市在住の一般人から
層化二段無作為抽出法で抽出した1,000名を
対象として、法規範や法的思考に係る質問票
調査を行った。 
 
(4) 一般人への法意識についての要因計画
法による WEB 調査 
 2017 年度に一般人を対象とした法律への
理解と行動について、２×３の実験計画法に
基づくシナリオ実験を Web 調査で行った。 
 
(5) 法律学学習法についての要因計画法に
よる WEB 実験 
2017 年度に一般人を対象とした法律学の

学習法に関して、４×３の実験計画法に基づ
くシナリオ実験を Web 調査で行った。 
 
４．研究成果 
(1) 法律専門家らへの聞き取り調査を行っ
た結果、法学教育の初期段階の問題点や、法
学教育の目標段階がどのようなものである
かが明らかになった。とくに法学の初学者、
中級者、熟達者と習熟の度合いに応じて、学
習されている法的思考の側面が異なること
が明らかとなった。 
 
(2) 司法試験合格者・法科大学院生らへのイ
ンタビュー調査と質問票調査を行った結果、
概念の明確な理解、要件効果の理解、原則例
外の明確さといった概念間の構造化の度合
い等に差異が見られた。その違いを示す例を
挙げると、いちど交わした契約が何年かたっ
て、実情にそぐわなくなったときの対応方法



について尋ねたところ、司法試験合格者の約
9割が、「実情にそぐわなくなったときには話
し合ってその契約は守らなくてもすむよう
にしてもらう」と回答した。一方、2005 年に
行われた先行研究によると、一般人は 6割強
程度がそう回答しており、司法試験合格者と
一般人の両者の理解に違いがみられた（図１
参照）。 
 

 
(3) 一般人に対する法的思考に関する調査
では、「道徳的な行いを法律によって強制さ
れるとかえって反発を感じる人が出てくる」
という意見に賛成の人が 6割いた。このこと
から、一般人は法律を、道徳を強化するもの
として捉えていないと考えられる（図２参
照）。 

 
 
(4) 実験計画法に基づくシナリオ実験の結
果、相手側との関係性と法的情報の内容によ
って、法的手段選考の意図に変化がみられた。 
 
(5) 法律学の学習法に関するシナリオ実験
の結果、教科書を用いた学習法はコントロー
ルグループに比べて有効であった。フローチ
ャート図を用いた学習法については限定的
ではあったが一定の効果がみられた。 
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